
「災害時の一般廃棄物処理に関する
初動対応の手引き」から読み解く

発災時の初動行動

令和４年１２月１６日
横浜市役所 本田泰之



本日の内容

１ 自己紹介

２ 災害廃棄物の処理について

３ 初動対応の手引きについて

４ 初動対応の動画視聴

５ 災害廃棄物処理支援員制度の紹介



１. 自己紹介



自己紹介

＜出身地＞神奈川県

＜経歴＞
H11年 ⺠間企業就職（オーディオ設計等）
H24年 横浜市役所入庁（資源循環局）

ごみ焼却工場の修繕、維持管理
R2年 環境省（災害廃棄物対策室）

令和２年７月豪雨の対応
災害廃棄物処理支援員制度の立上げ

R4年 横浜市役所入庁（人事委員会事務局）



２. 災害廃棄物の処理について



関連規定の抜粋（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図ることを目的とする。

第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせる

ものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その
適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要
となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。

○災害廃棄物とは、自然災害に起因して発生する一般廃棄物。

○廃棄物処理法に則り市区町村が収集・運搬し、適正に処理を行
う必要がある。

○ただし、大規模災害など市町村による処理が困難な場合には、
処理の一部について、都道府県への事務委託又は国による代
行処理を行う場合がある。

災害廃棄物とは

災害廃棄物とは ※出典：環境省



災害廃棄物処理の大まかな流れ

被災地域

道路啓開や人命救
助で生じた支障物の
撤去

分別排出
撤去・収集
運搬
廃棄物の一時集積

など

仮置場
○一次仮置場
粗選別、分別
保管
処理困難物の対応

（比較的規模の大きい災害）
○二次仮置場

移動式及び仮設処理施設
による中間処理

など

処理・処分先

既存の中間処理
施設（産廃施設も
含む）

最終処分

再資源化（復興資
材への利用）

※出典：環境省



災害廃棄物の種類 ※出典：環境省



３. 初動対応の手引きについて



●処理計画を策定していない被災市区町村が、十分な支援を受けられない状況下においても、

応急業務が軌道に乗るまでの発災後２～３週間を自力で乗り切るために、最低限必要な事項

をとりまとめた「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」を策定することとした。

４．今年度の取組：意見照会「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」策定の背景

●平成28年４月の熊本地震、平成29年７月九州北部豪雨、平成30年７月豪雨などの大規模

災害において、一般廃棄物処理に関する初動対応の遅れから、路上に大量の災害廃棄物が

堆積する等の課題が毎回のように発生した。

●そのたびに、初動対応体制の構築、民間事業者を含めた収集運搬体制の確保、仮置場の

確保など、具体的な初動対応をはじめとした必要事項をとりまとめた災害廃棄物処理計画を

策定しておくことの重要性が認識されてきた。

●災害廃棄物処理計画の策定が、特に中小規模の市区町村において思うように進んでいない。

また、策定している場合でも、実効性の高い計画となっていないケースもある。

●これまでの大規模災害では、当道府県や国が職員・専門員を現地派遣し、分別方法や仮置

場管理への助言等を行ってきたが、南海トラフ巨大地震や首都直下地震では、都道府県や国

による初動期の被災市区町村支援を一律に行うことが困難な状況となることも十分考えられる。

しかし

このため

※出典：環境省



 環境省では、市区町村が災害時初動対応を検討する際の参考となるよう、平成30年度
に「一般廃棄物処理に関する災害時初動対応の手引き（案）」を作成した。

 令和元年度は、同手引き（案）を基に、 ①有識者等による初動対応検討ワーキンググ
ループ、 ②市区町村における初動対応のモデル検証、③全国の自治体及び関係団体
への意見照会 を通して、「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」を作
成した。

１-１．初動対応検討ワーキンググループの概要（令和元年度）

＜座⻑＞

中林 一樹 明治大学 研究・知財戦略機構 研究推進員

（⾸都⼤学東京・東京都⽴⼤学 名誉教授 工学博士）

＜委員＞

浅利 美鈴 京都大学大学院地球環境学堂 准教授

大川 敏彰 全国都市清掃会議 総務部⻑

熊川 祐二 東京都板橋区 資源環境部 資源循環推進課 清掃事業係⻑

末松 幸治 熊本県益城町 企画財政課 係⻑

宗 清生 国⽴環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター 災害環境マネジメント戦略推進オフィス

塚田 泰久 東京都 環境局 資源循環推進部 計画課 統括課⻑代理（計画担当）

安武 寛文 福岡県朝倉市 市⺠環境部環境課 主査

＜事務局＞

環境省 ※出典：環境省



２．手引きの目的、対象

（１）目的

（２）災害廃棄物処理計画等との関係

（３）使い方

災害時の初動対応を円滑かつ迅速に実施するために平時に検討して災害時に参照することを⽬的として、災害時の一般廃棄

物処理に関する初動対応⼿順及び平時の事前検討事項を取りまとめたもの

● 災害廃棄物処理計画は、災害廃棄物の処理を完了するまでに必要な事項を網羅的にまとめた計画であり、発災時に策定

する災害廃棄物処理実⾏計画の基礎となるものに対し、本⼿引きは、災害廃棄物処理計画を策定していない市区町村で

あっても活用できるよう、災害時の初動対応に特化して初動対応手順及び平時の事前検討事項をまとめた手引書である。

● 本手引きは、市区町村を対象として、主に以下に示す2つの用途を想定している。

①災害時の活⽤︓被災市区町村の円滑・適切な災害時初動対応に資するガイダンス⽂書

②平時の活用 ︓災害時初動対応の事前検討及び災害廃棄物処理計画の策定や充実に資するガイダンス⽂書

● 本手引きとともに、「災害廃棄物対策指針（平成30年3⽉）」、「⼤規模災害発⽣時における災害廃棄物対策⾏動指針

（平成27年11⽉）」、「市町村向け災害廃棄物処理⾏政事務の⼿引き（平成30年3月）」、「災害関係業務事務処

理マニュアル（平成26年6月）」等も参照。

1-2．手引きの目的、対象 ［第１章］

※出典：環境省



２．手引きの目的、対象

（１）対象とする組織

（２）対象とする災害

（３）対象とする期間（初動対応の対象期間）

（４）その他

● 市区町村を対象。特に中小規模の市区町村を念頭に、説明や記載例等を整理。

→マンパワーの少ない⾃治体でも、まずは⼿に取って読んでもらえるように、分量等に配慮（50ページ程度、図表の多⽤等）。

→必要最小限の内容（下水道分野の取組も参考）としている。手引きの内容や事前検討の深さ等は、継続的に検討。

● 主に非常災害を対象（災害廃棄物処理計画と同様）。

● 主に地震及び水害を念頭に、説明や記載例等を整理。

→本手引きの考え方は、その他の自然災害（土砂災害、広域津波災害）についても活用可能。

→既往災害における初動対応の事例については、別添の参考資料集を参照。

● 災害応急対応における初動期から応急対応前半にかけての期間とし、対象災害の種類・規模にもよるが、最低でも応急業
務が軌道に乗る２〜３週間程度を⽬安。

→各市区町村での対応が中心で、外部への支援要請の検討も含む（本格的な支援受入等は対象外）。

● ⼀般的な内容に関しては本編（本資料）に記載し、より詳細な具体的内容に関しては参考資料集（記⼊例、参考事例
集等）に記載。

● 今回は第１版であり、特に市区町村への普及を考慮。内容の具体化・詳細化等は、普及状況等を踏まえて継続的に検討。

1-2．手引きの目的、対象 ［第１章］

※出典：環境省



２．手引きの目的、対象

 災害時に発生する一般廃棄物の多様性を理解するため、手引きの冒頭（第１章第２設）で、対象となる一般
廃棄物について説明し、処理フローにおける本手引きの対象範囲を記載した。

 災害時には、平時からの処理（生活ごみ等）と災害時に特有な処理（避難所ごみ等）を、並行して実施する
こととなる。

1-２．手引きの目的、対象 ［第１章］

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：構成

第１章

本手引きの目的・位置づけ等

第２章

災害時初動対応

※災害時の活用

第３章

円滑かつ迅速な初動対応の
ための事前検討

※平時の検討

第１節 本手引きの目的・位置づけ

第２節 災害時に発生する一般廃棄物 第３節関係者との連携体制の必要性

第４節災害時初動対応の実態 第５節 本手引きの対象

第６節 本手引きの使い方 第７節 事前チェックリスト

第１節 災害時初動対応の全体像

第２節 ⼀般廃棄物処理の災害時初動対応

１）安全及び組織体制の確保 ２）被害情報の収集・処理⽅針の判断

３）⽣活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運搬体制の確保

４）災害廃棄物の処理体制の確保 ５）継続的な⼀般廃棄物処理体制の確保

第１節 概要

第２節 基本的事項

１）主な検討事項と連携体制 ２）対象期間 ３）検討体制

第２節 検討事項

１）職員の確保 ２）災害時の組織体制と役割分担

３）関係連絡先リスト ４）被害状況チェックリスト ５）災害支援協定リスト

６）必要資機材及び保有資機材のリスト ７）仮置場候補地リスト

８）初動対応業務リスト

第３節 教育・訓練の実施

第４節 事前検討事項の継続的改善・⾒直し

用語の定義等
用語の定義

参考文献

本編

参考資料 様式集 様式集 記⼊例 参考事例⼀覧

 一般的な内容に関しては本編に記載し、より詳細な具体的内容に関しては参考資料（記入例、参考事例一
覧等）に記載した。

1-3．手引きの概要 ：構成

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：災害時初動対応の全体像

 災害時初動対応を以下の図の１）～５）の対応に分類し、更に時系列での実施事項も具体化した。

1-3．手引きの概要 ：第２章災害時初動対応の全体像

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：災害時の実施事項

 前頁の１）～５）の対応別に、時系列の実施事項を簡潔に整理した。 ※以下の図は一例

1-3．手引きの概要 ：災害時の実施事項

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：第２章・第３章・様式集との関係

 第２章の各対応で必要な事前検討（第３章）及び様式の関係図を作成し、各所で参照先情報を記載した。

1-3．手引きの概要 ：第２章・第３章・様式集との関係

※出典：環境省



４．今年度の取組：モデル検証

 モデル自治体（板橋区、朝倉市）において、手引き（案）を活用した平時の検討と災害時の初動対応演習を
行うことで、災害時初動対応に資する手引きに必要な記載要素を検証した。

 モデル検証の実施にあたっては、モデル自治体との会議を２回実施した。環境部局職員はもちろんのこと、
災害対応時の密な連携が想定される防災部局、道路部局等の関係部局にも参加いただいた。

板橋区（10/4、11/11） 朝倉市（10/11、11/18）

資源循環推進課

防災危機管理課

政策企画課

オブザーバ︓

全国都市清掃会議

東京都 環境局資源循環推進部計画課

環境課

防災交通課

建設課、都市計画課、農林課

水資源政策課、文化生涯学習課

オブザーバ︓

全国都市清掃会議

福岡県 環境部廃棄物対策課

参加部署

写真 写真

会議風景

（第２回）

第１回︓平時の検討（第３章）、第２回︓災害時の初動対応演習（第２章）会議内容

東京湾北部地震（⾸都直下地震）想定災害 平成29年度7⽉九州北部豪⾬

1-4．令和元年度の取組 ：モデル検証 ※出典：環境省



１．初動対応検討ワーキンググループの概要

 環境省では、市区町村が災害時初動対応を検討する際の参考となるよう、平成30年度に「一般廃棄物処理
に関する災害時初動対応の手引き（案）」を作成した。

 令和元年度は、同手引き（案）を基に、 ①有識者等による初動対応検討ワーキンググループ、 ②市区町村
における初動対応のモデル検証、③全国の自治体及び関係団体への意見照会 を通して、「災害時の一般
廃棄物処理に関する初動対応の手引き」を作成した。

 令和２年度は、①モデル演習の実施、②自治体向けマニュアル等への反映の検討、③手引きの内容の充実、
④初動対応の重要性を伝える動画の作成 を実施した。

2-1．初動対応検討ワーキンググループの概要（令和２年度）

＜座⻑＞

中林 一樹 明治大学 研究・知財戦略機構 研究推進員

（⾸都⼤学東京・東京都⽴⼤学 名誉教授 工学博士）

＜委員＞

浅利 美鈴 京都大学大学院地球環境学堂 准教授

大川 敏彰 全国都市清掃会議 総務部⻑

中川 永樹 京都府⻑岡京市 環境経済部 環境業務課 主幹

佐野 能弘 千葉県館⼭市 建設環境部 環境課 副課⻑

宗 清生 国⽴環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター 災害環境マネジメント戦略推進オフィス

武田 和彦 東京都 環境局 資源循環推進部 計画課 課⻑代理（計画担当）

渡邊 高之 茨城県常総市 市⻑公室 市⺠と共に考える課 課⻑補佐

＜事務局＞

環境省

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：災害時の実施事項2-2．モデル演習の実施 ※昨年度（朝倉市、板橋区）の継続

 モデル自治体（千葉県館山市、京都府長岡京市）において、手引き（案）を活用した平時の検討と災害時の
初動対応演習を行うことで、災害時初動対応に資する手引きに必要な記載要素を検証した。

 モデル検証の実施にあたっては、モデル自治体との会議を３回実施した。環境部局職員はもちろんのこと、
災害対応時の密な連携が想定される防災部局、道路部局等の関係部局にも参加いただいた。

千葉県館⼭市（11/12,1/18,2/15） 京都府⻑岡京市（11/19,1/21,2/19）

環境課、環境センター

危機管理室、総務課、下⽔道課

オブザーバ︓

関東地方環境事務所

全国都市清掃会議、千葉県、３R財団

環境業務課、乙訓環境衛生組合

防災・安全推進室、道路・河川課

交通政策課、広報発信課、等

オブザーバ︓

近畿／関東地方環境事務所

全国都市清掃会議、京都府

参加部署

写真 写真

会議風景

（第１回）

第１回︓平時の検討（第３章）、第２回︓災害時の初動対応（第２章）
第３回︓⼿引きの修正版、普及⽅策会議内容

令和元年度房総半島台⾵による⾵⽔害想定災害 災害廃棄物処理計画で想定している⾵⽔害
（淀川水系や小畑川他による洪水等）

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：災害時の実施事項2-3．自治体向けマニュアル等への反映の検討

 災害時の一般廃棄物処理は防災に係る他の取組とも密接に関連するため、他の取組で災害時の一般廃棄
物処理を位置づけるとともに、他の取組の関連文書との整合を図るため、自治体向けマニュアル等への反
映方法を検討した。並行して、関係省庁からの照会への回答を行った。

対象とする自治体向けマニュアル等

大規模災害発生時における地方公共団
体の業務継続の手引き（内閣府）

市町村のための人的応援の受入れに関
する受援計画作成の手引き（内閣府）

市町村のための水害対応の手引き

（内閣府）

市町村のための降雪対応の⼿引き

（内閣府）

下水道ＢＣＰ策定マニュアル

（国⼟交通省）

災害対応を包
括的に扱う文
書 *1

一般廃棄物処
理と関係が深
い取組に関す
る文書 *2

*1︓内閣府の「地⽅公共団体の業務継続・受援体制」で公開されている⽂書を主な対象とした。

*2︓道路BCPもあるが、実際の取組が主に国道等に限られることやガイドラインが公表されていないため、対象外とした。

現状分析を踏まえた主な提案事項

 災害対応に関する他の対応と同程度に廃棄物に関する記載があるため、現状で
記載が無い広域⽀援や参考資料での情報の追加と、タイムラインに関する初
動対応の手引きとの整合を提案。

 「災害廃棄物の処理」は業務負担が⼤きい５つの業務の１つであり、災害対応
に関する他の対応と同程度以上に廃棄物に関する記載があるため、タイムライン
に関する初動対応の手引きとの整合を提案。

 「災害廃棄物対策」は１０のポイントの業務の１つであり、全体を通して災害対
応に関する他の対応と同程度以上に廃棄物に関する記載があるため、現状で記
載が無い初動対応の手引きに関する情報の追加を提案する。

 ⽣活ごみや避難所ごみ、し尿は、⽔害対応の⼿引きの対象となっていないため、
「災害廃棄物対策」を「廃棄物対策」に変更し、追記することを提案。

 災害復旧・被災者⽀援で「災害廃棄物対策」が代表的な業務の１つであり、全
体を通して災害対応に関する他の対応と同程度以上に廃棄物に関する記載が
あるため、現状で記載が無い初動対応の手引きに関する情報の追記を提案。

 BCPに関する先⾏的な取組として下⽔道分野は参考となるものの、下⽔道分野
にとって⼀般廃棄物処理は防災や道路等と⽐較して関係性が薄いため、既に初
動対応の手引き等の紹介もされており、下水道に係る災害時初動対応との関係
で廃棄物に関する記載の追加や修正は⾒当たらない。

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：災害時の実施事項2-4．手引きの内容の充実

 以下の①②③を踏まえて、本編の改訂や様式記入例や参考事例の追加など、手引きの充実を図った。
①モデル演習の結果として得られた成果
②令和元年東日本台風等における初動対応の振り返り
③被災地ヒアリングの結果（熊本県人吉市等）

 水害と地震の書き分けの充実

例）写真を並べて整理、特徴的な廃棄物の種類を並記

 実態を踏まえた修正

例）発災24時間以内の発⽣量推計は困難（表現修正）、タイムラインの図で⼀部の対応の時期を前倒した

 説明の追記・充実

例）再委託の特例、必要な資⾦調達の重要性、記載内容のとおり対応できない場合の代替⼿段、実地訓練の写真

 参考資料の追記

例）資源循環学会（リチウムイオン電池等）や環境省（太陽光パネル）のガイドライン、国環研の研修ガイドブック

 使いやすさ・⾒やすさの改善

例）関連する様式や後段記載ページの追記（参照先を⻘⾊で表⽰）

主な修正点

修正例

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：災害時の実施事項2-5．初動対応の重要性を伝える動画の作成

 非常災害発生時の災害廃棄物対策における初動対応の重要性を視覚的に訴えるため、特に被災経験のな
い自治体の職員を対象とした動画を作成した。環境省ホームページにて公開

 自治体の担当職員に「初動対応の手引き」を手に取ってもらうきっかけとする。

 そのために、被災経験のない自治体の職員に、危機感を持ってもらう。
例）どの⾃治体でも起こりうる。想像を超えた様々な深刻な事態が発⽣する。平時の業務の延⻑では対応できない。

 他部署等との連携が必要なため、⾸⻑や関連部署の職員にも連携の必要性や、同様の危機感を共有いただく。

 被災経験のない自治体の職員や関連部署の職員等にも負担が少なく興味を持ってもらえるように、15分程度の動画（実
務版）だけでなく、コンパクトにまとめた導入版（5分程度）も作成した。

実施方針・
ポイント

動画の構成

（イメージ）

項目 No. 伝えたいメッセージ 表⽰・説明する内容（例） 表現方法 導入 実務

キャッチ 1 災害時には想像を超える深刻な事態が発生 記憶に新しい近年の災害の実際の様子 動画・写真 ● ●

オープニング
タイトル

2-1 初動対応には庁内連携が不可⽋
災害時の⼀般廃棄物処理に関する初動
対応【導入版】〜連携の重要性〜

テキスト ● ー

2-2 初動対応への理解と準備が不可⽋ 【実務版】〜様々な対応と事前の準備〜 テキスト ー ●

被災によるイ

ンパクト

3 どの自治体でも被災する可能性 近年の災害の発⽣状況 図 ● ●

4 平時の業務の延⻑では対応できない 被災自治体担当職員の声 インタビュー ● ●

災害時に発

生する一般廃

棄物の特徴

5 平時とは⽐較にならない⼤量な廃棄物 発⽣量 図・写真 △ ●

6 災害時に特有な廃棄物への対応
災害時に発⽣する⼀般廃棄物と処理/廃

棄物のイメージ
図・写真 ● ●

初動対応を

円滑に⾏うた

めのポイント

7 発災直後から多様な対応が発生 タイムラインの概要(「⼿引き」①〜⑤) 図 △ ●

8 体制確保のために庁内理解・協⼒が必要 ①安全及び組織体制の確保 図 ● ●

9 発⽣量の推計が各種判断・対応のベース ②被災情報の収集・処理⽅針の判断 図・インタビュー ー ●

10
災害時に特有な避難所ごみや仮設トイレ等
のし尿への対応も発⽣

③⽣活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運

搬体制の確保
図・写真 △ ●

11
多種多様・⼤量な災害廃棄物が発⽣、仮置
場の確保や分別の周知等が必要

④災害廃棄物の処理体制の確保

(仮置場の確保と分別の周知等)
図・写真 △ ●

12 継続には外部応援が不可⽋ ⑤継続的な⼀般廃棄物処理体制の確保 図 ー ●

タイトル 13 今すぐ事前検討を始めてみよう︕ 【実務版】を是非ご覧ください。 テキスト ● ●

●説明する、△紹介する、―取り扱わない

※出典：環境省



３．手引きの概要 ：災害時の実施事項2-5．初動対応の重要性を伝える動画の作成 ※出典：環境省



４.初動対応の動画視聴

「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応」
〜初動対応への理解と準備が不可⽋〜



５.災害廃棄物処理支援員制度の紹介
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」について

○災害に伴って発生する災害廃棄物の処理は、災害の激甚化が進み、被災した地方公共団

体の対応能力を超える事態が多発。

○そのような中、平成２３年東日本大震災をはじめとして、平成28年熊本地震、平成29

年九州北部豪雨、平成30年７月豪雨、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風、

令和２年７月豪雨などの災害廃棄物処理を経験した地方公共団体職員が被災地を支援。

○災害廃棄物の収集、仮置場の管理運営、災害廃棄物処理の実行計画策定、損壊家屋の

解体撤去など、被災自治体の目線できめ細かく支援を行い、被災地の復旧・復興に

大きく貢献。

○ 本制度は、災害廃棄物処理を経験し、知見を有する地方公共団体の人材を「災害廃棄物

処理支援員」として登録し、被災地方公共団体の災害廃棄物処理に関するマネジメント

の支援を行うことを目的に策定。

道路横に積み上げられた災害廃棄物 自治体等支援による災害廃棄物の収集 災害廃棄物の仮置場の管理 ※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員による活動内容」について

「災害廃棄物処理の方針にかかる助言・調整」

○過去の経験に基づく災害廃棄物処理に係る業務内容や業務
量、費用等について助言。被災地方公共団体が災害廃棄物
処理を進めていくために必要な体制の整備に向けた情報を提
供

○地方公共団体の自己の処理能力を超える量の災害廃棄物が
発生した場合に、災害廃棄物の処理先の提案や調整に必要
な手続きに関する情報を提供

地方公共団体職員による
災害廃棄物処理の支援の様子
令和元年房総半島台⾵ 南房総市

（写真提供：東京都）

「災害廃棄物処理の個別課題の対応にかかる助言・調整」

○災害廃棄物発生状況の把握や仮置場管理について、過去の
経験に基づく情報提供やアドバイス

○災害廃棄物等の分別の区分、住民やボランティアへの広報に
関するツールの提供やアドバイス

○災害廃棄物の収集運搬支援団体への業務指示やスケジュー
ル管理等の支援

○損害家屋の解体撤去のスキームや留意点、必要となる書類
の作成に関するアドバイス

災害廃棄物処理の補助金に関する
説明の様子
平成30年７月西日本豪雨 広島県
（写真提供：東京都）

※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員の登録の流れ」について

□毎年、環境省は災害廃棄物処理支援員の推薦について、全国の地方公共団体へ依頼

□地方公共団体の推薦を受けた職員を災害廃棄物処理支援員として登録、名簿を作成

□環境省で作成した名簿は、都道府県とも共有

環境省

※登録名簿の
作成・管理

災害廃棄物対策担当部署

※庁内からのデータの取りまとめ

※市区町村からのデータの取りま
とめ

都道府県庁内各課
（災害廃棄物処理経験者

所属部署）
※所属職員データ取りまとめ

災害廃棄物対策担当部署

※所属職員データ取りまとめ

職員

依頼

回答

依頼回答
市区町村庁内各課

（災害廃棄物処理経験者

所属部署、一部事務組合・広
域組合等を含む）

※所属職員データ取りまとめ

依頼回答回答

依頼

意思の確認回答

職員

意思の確認回答

都道府県 市区町村

※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」活用について

□被災地方公共団体からの要請を基本に、環境省現地支援チームが災害廃棄物処理支援員

の派遣の必要性について、被災地方公共団体と検討。都道府県、環境省において、災害廃

棄物処理支援員のマッチング。

□都道府県が、その所管地域内の被災市区町村と災害廃棄物処理支援員の派遣の調整を行

うことも可能。

被災都道府県 災害廃棄物対
策担当部署

派遣協力依頼

支援員

交通手段、宿泊等の確保
期間等の調整

調整

被災地方公共団体

支援員
派遣要請

費用負担等の
協議

地方環境事務所
現地支援チーム

支援員制度
活用の検討

*登録名簿から人材

検索

支援員が所属する地方公共団体

派遣依頼

先遣隊として支援員の
ニーズを把握し調整

環境省

※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」登録状況（1/6）

分類 令和３年度 令和２年度

都道府県 69 64

市町村等 191 175

合 計 260 239

＜支援員の都道府県・市町村等の登録人数（人）＞
※令和３年12月末時点

図1︓⽀援員の都道府県・市町村等の割合（⼈）

都道府県, 
69

市町村等, 
191

都道府県, 
64

市町村等, 
175

令和３年度 令和２年度

※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」登録状況（2/6）

図２：各地域ブロック協議会における支援員数（人） ※令和３年12月末時点
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※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」登録状況（3/6）

図３：支援員における役職別の人数（人） ※令和３年12月末時点
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※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」登録状況（4/6）

図４：支援員における被災経験の人数（人） ※令和３年12月末時点
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※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」登録状況（5/6）

図５：被災経験がある支援員における災害種類別の人数（人） ※令和３年12月末時点
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※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」登録状況（6/6）

図６：対応可能な支援内容における種類別の人数（人） ※令和３年12月末時点
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※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員の活動実績（熱海市）」について

土石流により被災した現地確認
館山市撮影

仮置場の運営状況などの確認
環境省撮影

家屋解体・撤去の助言を実施
館山市撮影

○令和３年７月豪雨により、静岡県熱海市の伊豆山地区において土石流が発生し、家
屋等が被災

○令和元年度房総半島台風の被災経験があり、災害廃棄物処理の知見を有する千葉
県館山市職員（２名）を熱海市からの要請により派遣（８月31日）

○土石流により被災した家屋等の被災状況を確認し、仮置場の運営状況などの確認を
実施

○仮置場の運営に関する助言、家屋解体・撤去に関する助言、災害等廃棄物処理事
業補助金申請に関わる助言などを実施

※出典：環境省
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「災害廃棄物処理支援員の活動実績（北広島町）」について

仮置場についての助言を実施（10月13日）住民対応についての助言を実施（9月16日）

○令和３年８月豪雨により、広島県北広島町が被災
○平成30年度７月豪雨の被災経験があり、災害廃棄物処理の知見を有する広島県坂町
職員（１名）を北広島町からの要請により派遣（9月16日・29日､10月13日、11月４日・17
日、12月６日）

○災害廃棄物処理に携わる職員に対し、財務会計事務、被災住民への対応、公費 解
体・費用償還受付事務、仮置場の原形復旧等について助言

○町災害対策本部会議に参加し、被災者に寄り添った制度設計及び迅速な災害廃棄物
処理の重要性を説明

広島県撮影 広島県撮影
※出典：環境省



ご清聴ありがとうございました。
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